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2018年5月4日付　2018年2月1日付首相命令（No.2/PM)に基づく企業登録に関する商工省大臣ガイドライン（No.0537/MOIC.DCR)　2018年5月8日官報掲載http://laoofficialgazette.gov.la/index.php?r=site/display&id=1316
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ビジネススタートにおける原則①企業登録を行わなければならない、企業法(2013)に基づき）、
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②企業登録後、関係機関の許可を得る、本ガイドラインと関係機関の規則に従う。その後ビジネスを開始することが可能。ライセンスの内容に従う。２．企業登録企業登録管理局は地方を含めてあらゆる企業登録が可能。ただし郡商工事務所が担当する事業は除く。県商工局は県内に設立されるあらゆる企業登録が可能、ただし郡商工事務所が担当する事業は除く。郡商工事務所は、生産者組合
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郡商工事務所は、2010年生産者組合首相令に基づく生産者組合、個人企業で都県商工局が委任した事業については企業登録を行う。郡管轄と県管轄が混合する場合には県に申請する。2.必要な書類・企業登録申請書・投資許可の目的（会社名、目的などを記載・付属書類に記載）
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3.書類のチェック申請書が正しく記載されているかチェック企業名、資本、株、住所（一時的なものでもよい）一時的な場合には、確定した場合に企業登録の内容の変更を申請しなければならない企業の目的申告書（LSICを参照）投資家の国籍他の書類を求めてはならない。また現場チェックも不要である。しかし、関係機関におけるライセンス発行のために現場チェックをすることはある（企業登録後）4.期限申請書の受理後、速やかに登録証と、目的申告書への捺印を行う。遅くても10日以内に発行する。
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6.企業登録の署名権県商工局、郡商工事務所は2名以上にサイン権を与えること。サイン権は企業登録官のみ。C.投資許可申請・事業申請1.期限企業登録後90日以内に関係機関に対して投資許可・事業許可を申請する。企業登録後90日以内に申請しない場合には、企業登録官に対して15日以内に説明を行わなければならない。説明に来ない、説明が十分でない場合には企業登録を抹消できる。2.必要な書類企業登録後、企業登録証と目的申告書を受け取り、投資許可・事業許可を法律に基づき申請することが出来る。申請書は、関係機関がフォームに基づき説明する。
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3.投資許可事業許可の申請場所-ネガティブリスト事業は計画投資機関のワンストップサービスへと提出する。2016年投資奨励法のリスト。-非ネガティブリスト事業は、各関係機関に対して申請する。4.投資許可・事業許可の内容5.　期限・条件の無い事業については3日以内に発行する・条件のある事業については10日以内に発行する。
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7月1日からスタート。








